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成績評価基準 
 

本校における成績評価基準は、学則第１１条および「科目の履修及び認定に関する細則」 

第３条で定めている。 

 

［ 学 則 ］ 

（成績評価） 

第 11 条 授業科目の成績評価は、各期末に行う試験、実習の成果、履修状況等を総合的

に勘案して行う。ただし、出席時数が授業時数の３分の２に達していない者は、その科目

について評価を受けることができない。 

２ 科目の履修及び認定については、「科目の履修及び認定に関する細則」に定める。 

 

 

［ 科目の履修及び認定に関する細則 ］ 

（科目の履修及び認定） 

第３条 学則第１１条第２項に定める科目の履修及び認定については，前条に定めるもの

のほか，次のとおりとする。 

２ 学生は，所属学科毎に定める学則第９条の教育課程を前条により履修する。 

３ 授業科目の成績評価は，期末点，課題点，及び平常点の総合点により行い，次の４段

階とする。成績の評価がＤの場合には不合格とする。 

   Ａ：８０点以上 

   Ｂ：７０点以上８０点未満 

   Ｃ：６０点以上７０点未満 

   Ｄ：６０点未満 

４ 臨地実習等の実習の評価は,実習先の評価と報告書をもとに総合的に判定し，前項の

規定に準じて４段階で評価する。  

５ 卒業研究，卒業制作の評価は，卒業作品及び発表内容等を総合的に判定し，第３項の

規定に準じて４段階で評価する。 

６ 総合点が６０点に到達しなかった場合には，再試験を受けることができる。ただし，

第４項の授業科目については再実習を行い，第５項の授業科目については再発表をしなけ

ればならない。 

７ 科目の履修の確認及び認定については，成績判定会議を経て，校長が決定するものと

する。 

８ 成績判定会議については，「成績判定会議規程」に定める。 
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【客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要】 

 

 成績の分布状況の把握については、次のとおりＧＰＡの指標を設定しおこなっている。 

ＧＰＡは、各科目の成績評価をＧＰに置き換え、計算式により算出している。 

 

合否判定 総合点 成績評価 ＧＰ 

合格 

80～100点 Ａ ３．５ 

70～79点 Ｂ ２ 

60～69点 Ｃ １ 

不合格 60点未満 Ｄ ０ 

 

ＧＰＡの計算式 

ＧＰＡ ＝ 
科目１のＧＰ✕単位数 ＋ 科目２のＧＰ✕単位数 ＋ ・・・・ 

履修科目の単位数合計 

 


